
別表（第４条関係）

自 自 自 自

　午前９時 　午後零時 　午後５時 　午前９時

至 至 至 至

　午後零時 　午後５時 午後９時30分 午後９時30分

多目的ホール １,７６０ ２,３７０ ３,１９０ ７,３２０

(２７０) (４５０) (４１０) (１,１３０)

小会議室 ６９０ １,１８０ １,３１０ ３,１８０

(４０) (７０) (６０) (１７０)

和　　　室 ６９０ １,１８０ １,３９０ ３,２６０

(４０) (８０) (７０) (１９０)

生活研修室 ６９０ １,１８０ １,４８０ ３,３５０

(６０) (１１０) (１００) (２７０)

料理実習室 １,４８０ ２,６６０ ガス使用料

(８０) (１７０)
を含む。

多目的ホール １,５１０ ２,１１０ ２,８７０ ６,４９０

(１１０) (１９０) (１７０) (４７０)

和　　　室 ６６０ １,１００ ９９０ ２,７５０

(３０) (５０) (５０) (１３０)

生活研修室 ６９０ １,１８０ １,４８０ ３,３５０

(６０) (１００) (９０) (２５０)

（料理実習を １,４８０ ２,６６０ ガス使用料

行う場合） (９０) (１９０)
を含む。

備考 ・冷暖房を利用するときは、(　)内の額を加算する。

・市内に住所を有し、通勤し、又は通学する者以外の者が利用する場合の使用料は、

　この表に定める額の２倍の額とする。

減免無し

（令和８年５月１日利用分から適用）

単位：円　

施設名 利用区分

使　　用　　料　　の　　額

備考

　弥富市農村環境
　改善センター

１,１８０

(９０)

　弥富市農村多目
　的センター

１,１８０

(１００)



別表（第４条関係）

　　使用料の１／２減額表　　　　　　　　　

自 自 自 自

　午前９時 　午後零時 　午後５時 　午前９時

至 至 至 至

　午後零時 　午後５時 午後９時30分 午後９時30分

多目的ホール ８８０ １,１８０ １,５９０ ３,６６０

(２７０) (４５０) (４１０) (１,１３０)

小会議室 ３４０ ５９０ ６５０ １,５９０

(４０) (７０) (６０) (１７０)

和　　　室 ３４０ ５９０ ６９０ １,６３０

(４０) (８０) (７０) (１９０)

生活研修室 ３４０ ５９０ ７４０ １,６７０

(６０) (１１０) (１００) (２７０)

料理実習室 ７４０ １,３３０ ガス使用料

(８０) (１７０)
を含む。

多目的ホール ７５０ １,０５０ １,４３０ ３,２４０

(１１０) (１９０) (１７０) (４７０)

和　　　室 ３３０ ５５０ ４９０ １,３７０

(３０) (５０) (５０) (１３０)

生活研修室 ３４０ ５９０ ７４０ １,６７０

(６０) (１００) (９０) (２５０)

（料理実習を ７４０ １,３３０ ガス使用料

行う場合） (９０) (１９０)
を含む。

備考 ・冷暖房を利用するときは、(　)内の額を加算する。

・市内に住所を有し、通勤し、又は通学する者以外の者が利用する場合の使用料は、

　この表に定める額の２倍の額とする。

１／２減免

（令和８年５月１日利用分から適用）

単位：円　

施設名 利用区分

使用料の額（１／２に減額した使用料の額）

備考

　弥富市農村環境
　改善センター

５９０

(９０)

　弥富市農村多目
　的センター

５９０

(１００)



別表（第４条関係）

　　使用料の９／１０減額表　　　　　　　　　

自 自 自 自

　午前９時 　午後零時 　午後５時 　午前９時

至 至 至 至

　午後零時 　午後５時 午後９時30分 午後９時30分

多目的ホール １７０ ２３０ ３１０ ７３０

(２７０) (４５０) (４１０) (１,１３０)

小会議室 ６０ １１０ １３０ ３１０

(４０) (７０) (６０) (１７０)

和　　　室 ６０ １１０ １３０ ３２０

(４０) (８０) (７０) (１９０)

生活研修室 ６０ １１０ １４０ ３３０

(６０) (１１０) (１００) (２７０)

料理実習室 １４０ ２６０ ガス使用料

(８０) (１７０)
を含む。

多目的ホール １５０ ２１０ ２８０ ６４０

(１１０) (１９０) (１７０) (４７０)

和　　　室 ６０ １１０ ９０ ２７０

(３０) (５０) (５０) (１３０)

生活研修室 ６０ １１０ １４０ ３３０

(６０) (１００) (９０) (２５０)

（料理実習を １４０ ２６０ ガス使用料

行う場合） (９０) (１９０)
を含む。

備考 ・冷暖房を利用するときは、(　)内の額を加算する。

・市内に住所を有し、通勤し、又は通学する者以外の者が利用する場合の使用料は、

　この表に定める額の２倍の額とする。

９／１０減免

（令和８年５月１日利用分から適用）

単位：円　

施設名 利用区分

使用料の額（９／１０に減額した使用料の額）

備考

　弥富市農村環境
　改善センター

１１０

(９０)

　弥富市農村多目
　的センター

１１０

(１００)



別表（第４条関係）

　　使用料の２倍額表　　　　　　　　　

自 自 自 自

　午前９時 　午後零時 　午後５時 　午前９時

至 至 至 至

　午後零時 　午後５時 午後９時30分 午後９時30分

多目的ホール ３,５２０ ４,７４０ ６,３８０ １４,６４０

(５４０) (９００) (８２０) (２,２６０)

小会議室 １,３８０ ２,３６０ ２,６２０ ６,３６０

(８０) (１４０) (１２０) (３４０)

和　　　室 １,３８０ ２,３６０ ２,７８０ ６,５２０

(８０) (１６０) (１４０) (３８０)

生活研修室 １,３８０ ２,３６０ ２,９６０ ６,７００

(１２０) (２２０) (２００) (５４０)

料理実習室 ２,９６０ ５,３２０ ガス使用料

(１６０) (３４０)
を含む。

多目的ホール ３,０２０ ４,２２０ ５,７４０ １２,９８０

(２２０) (３８０) (３４０) (９４０)

和　　　室 １,３２０ ２,２００ １,９８０ ５,５００

(６０) (１００) (１００) (２６０)

生活研修室 １,３８０ ２,３６０ ２,９６０ ６,７００

(１２０) (２００) (１８０) (５００)

（料理実習を ２,９６０ ５,３２０ ガス使用料

行う場合） (１８０) (３８０)
を含む。

備考 ・冷暖房を利用するときは、(　)内の額を加算する。

・市内に住所を有し、通勤し、又は通学する者以外の者が利用する場合の使用料は、

　この表に定める額の２倍の額とする。

基本額の２倍

（令和８年５月１日利用分から適用）

単位：円　

施設名 利用区分

使用料の額（基本額を２倍した使用料の額）

備考

　弥富市農村環境
　改善センター

２,３６０

(１８０)

　弥富市農村多目
　的センター

２,３６０

(２００)


